
前回定例会以降の行政の動き 

平成 27 年２月４日  

新潟県防災局原子力安全対策課  

 

１ 原子力防災訓練を通じて浮き彫りになった課題について原子力規制委員会に対し要請

を行います。 

昨年 11 月 11 日に実施した原子力防災訓練を通じて浮き彫りになった課題について、

原子力規制委員会が定めた原子力災害対策指針等の見直しなど具体的な対策が必要な

ことから、要請をとりまとめ、知事が原子力規制委員会委員長と面談し認識を共有する

機会を持つよう改めて依頼しました。 

 

 

２ 東京電力(株)から福島原発事故に伴う損害賠償額の一部支払いを受けました 

県が東京電力(株)に請求している福島原発事故に伴う損害賠償額について、一部支払

いを受けました。残りの請求額については、協議を継続中です。 

・１月 30 日受領  3,762,210 円 

（避難者支援費用の一部（介護ベッドリース費用）、汚泥の検査費用） 

 

３ その他 

１月19日：報道発表［原子力防災訓練を通じて浮き彫りになった課題について原子力規制

委員会に対し要請を行います。］ 別紙参照 

 

１月30日：報道発表［東京電力(株)から福島原発事故に伴う損害賠償額の一部支払いを受

けました。］ 別紙参照 

 

１月30日：報道発表［放射性物質の循環に関する実態調査検討委員会を開催します。］ 

  別紙参照 

 

 

 

 

新 潟 県 
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新潟県報道資料

平成27年１月19日

防 災 局

原子力防災訓練を通じて浮き彫りになった課題について

原子力規制委員会に対し要請を行います。

昨年11月11日に実施した原子力防災訓練を通じて浮き彫りになった課題について、

原子力規制委員会が定めた原子力災害対策指針等の見直しなど具体的な対策が必要

なことから、別紙のとおり要請をとりまとめましたので、知事が原子力規制委員会

委員長と面談し認識を共有する機会を持つよう改めて依頼しました。

本件についてのお問い合わせ先

原子力安全対策課長 須貝

（直通)025-282-1690 (内線)6450
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平成 年 月 日

原子力規制委員会委員長

田中 俊一 様

住民等の防護対策について（案）

新潟県知事 泉田 裕彦

（別紙）
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住民等の防護対策について

１ 高線量下等での災害対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １

２ 複合災害時の組織体制等

３ 安定ヨウ素剤の配布、服用等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

① ＵＰＺにおける配布、服用

② 乳幼児の服用

③ ＵＰＺ外における配備

④ 通勤者等への対応

⑤ 補償制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３

４ ＳＰＥＥＤＩの活用

５ 避難困難者への対応

① 福祉施設、病院等の防護対策

② 屋内退避施設

③ 屋内退避者の支援

６ 防護対策に要する財源措置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４

- 4 -



- 1 -

新潟県では、去る11月11日、地震との複合災害を想定して、原子力防災訓練を

実施しましたが、この訓練を通じて、いくつかの課題があらためて浮き彫りにな

りました。

つきましては、次の課題について、原子力災害対策指針等の見直しを行うなど、

具体的な対策等をできる限り速やかに構築するようお願いいたします。

１ 高線量下等での災害対応

高線量下及び高線量となるおそれのある状況下において、民間事業者（バス

事業者、運送事業者、インフラ事業者等）、自治体職員（安定ヨウ素剤・物資配

布者、放射線量測定者、広報活動者等）、防災関係機関（自衛隊、消防機関等）

は、どのように災害対応を行うべきか、労働安全衛生法、地方公務員法等の法制

度とともに、指揮、責任、賠償等に係る法制度を整備してくださるようお願いし

ます。

併せて、業務従事者の安全を確保するため、現場において活動する際の放射

線防護装備及び除染施設等について、財源措置等をお願いします。

２ 複合災害時の組織体制等

複合災害時においては、国・自治体において、オフサイトセンターを含め原子

力災害や自然災害の対策本部が複数立ち上がり、国のそれぞれの本部からの指示

等、指揮系統が二重となって現場の業務が錯綜し、混乱を招くこととなります。

このため、複合災害に迅速・的確に対処して防災対策を総合的に実施するよ

う災害対策基本法や原子力災害対策特別措置法を一元的に見直すとともに、災害

対応方針の決定手順や、それぞれの役割が明確に定められるよう組織体制を構築

してくださるようお願いします。
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３ 安定ヨウ素剤の配布、服用等

① ＵＰＺにおける配布、服用

屋内退避指示下における安定ヨウ素剤の配布・服用に関し、住民の不安や混

乱を防ぎ、適時・適切に服用ができるようにするためには、ＵＰＺにおいても

事前配布が望ましいと考えております。

よって、現実的な対応を可能とするため、原子力災害対策指針を見直すとと

もに必要な財源措置等を講じてくださるようお願いします。

併せて、安定ヨウ素剤を原子力防災の観点から配布する場合については、医

療用医薬品から一般用医薬品としても位置づけるなど、医師の関与なく配布で

きるよう関係省庁に勧告等の働きかけをお願いします。

② 乳幼児の服用

乳幼児用の安定ヨウ素剤の開発及び製造について、製薬業者を指導・支援す

るなど、乳幼児が確実に安定ヨウ素剤を服用できる体制を確立してくださるよ

うお願いします。

③ ＵＰＺ外における配備

ＵＰＺ外であっても、放射性物質による被ばくの影響が及ぶ可能性があるた

め、安定ヨウ素剤の配備が必要と考えております。

よって、ＵＰＺ外における安定ヨウ素剤の配備について、自治体の判断に基

づいた現実的な対応を可能とするよう、原子力災害対策指針を見直すとともに

必要な財源措置等を講じてくださるようお願いします。

④ 通勤者等への対応

安定ヨウ素剤の配備・配布に関し、通勤・通学者や一時滞在者等に対する体

制の構築も必要であると考えております。

職場等への安定ヨウ素剤の配備等について、現実的な対応が可能となるよう

原子力災害対策指針に明記するとともに、必要な財源措置等を講じてくださる

ようお願いします。
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⑤ 補償制度

住民不安を軽減するため、副作用や誤飲等による事故が発生した際に補償を

受けることが可能となるよう、制度を創設してくださるようお願いします。

４ ＳＰＥＥＤＩの活用

実測値による防護措置の判断では、被ばくが前提となり、住民の理解が得られ

るか疑問があります。

福島第一原子力発電所事故では、線量の高い地域に避難して被ばくした人がい

たこと、原子力防災訓練で地元から避難先の判断を求められたことなどを踏まえ

ると、適切な防護措置の判断には、ＳＰＥＥＤＩも活用すべきです。

そのために、原子力災害対策指針と関連資料を見直すとともに、関係道県が利

用できるようにしてくださるようお願いします。

５ 避難困難者への対応

① 福祉施設、病院等の防護対策

施設入所者、入院患者等は迅速な避難が困難なため、福祉施設、病院等の放

射線防護対策事業の対象エリアを30㎞圏内及び影響を受ける範囲にも拡大してく

ださるようお願いします。

② 屋内退避施設

複合災害時等には、健常者でも避難が困難となることが想定されるため、堅

固な屋内退避施設（シェルター）整備の事業化を速やかに進めてくださるようお

願いします。

③ 屋内退避者の支援

高線量下等の避難困難時において、屋内退避者への物資等の供給や救出活動

等を的確に行えるよう自衛隊の通常任務に事故対応を追加するか、現場対応がで

きる部隊を設置してくださるようお願いします。
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６ 防護対策に要する財源措置等

実効性のある原子力防災体制を構築するため、上記１～５への対応に伴う財源

措置のほか、安定ヨウ素剤の事前配布等の原子力災害対策指針で定められた防災

対策に係る財源措置や人的支援を確実に行ってくださるようお願いします。

加えて、原子力災害対策重点区域の内外にかかわらず、地元自治体が必要と判

断する次のような財源措置を十分に行ってくださるようお願いします。

なお、次の施設、設備等については、耐震・耐雪・耐津波等の複合災害に備え

た性能を有するものが整備できること等、十分な財政規模で措置くださるようお

願いします。

・30㎞圏内の一時集合場所、避難所、自治体庁舎等の放射線防護対策

・住民向けの防護マスク(５㎞圏内）、簡易マスク(５㎞以遠)等の整備

・30㎞圏内の安定ヨウ素剤の事前配布体制（説明会開催、システム開発等を含む）

の整備

・30㎞以遠における安定ヨウ素剤の配備

・30㎞圏内で災害対応に当たる民間事業者等向けの防災資機材等の広域的な整備

・30㎞以遠の県地域機関、避難者の受入市町村、大型避難施設等を含む県内全域

における災害対応拠点施設間の通信情報伝達システムの整備

・モニタリングポストの５㎞間隔を基本としたきめ細かい広域的な配置

・車両スクリーニング設備及び除染施設等の広域的な配置

・県内の被ばく医療機関の設備の整備

・高線量下での対応が可能な防護機能を有する搬送車両の整備

・広域避難や初動対応を円滑に実施するための県内全域における道路整備

・５㎞圏内の自治体庁舎の緊急時の移転計画の策定等
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新潟県報道資料

平成27年１月30日

防 災 局

東京電力(株)から福島原発事故に伴う損害賠償額の一部支払いを受けました

本日、県が東京電力(株)に請求している福島原発事故に伴う損害賠償額について、

一部支払いを受けましたのでお知らせします。残りの請求額については、協議を継

続中です。

１ 今回の受領額

3,762,210円（平成27年1月30日受領）

平成22,23年度発生経費 一般会計分 2,917,800円

平成25年度発生経費 流域下水道事業特別会計分 844,410円

２ 受領額の内容

避難者支援費用の一部（介護ベッドリース費用）、汚泥の検査費用

３ その他

(１) 請求及び受領の状況

(２) 今後費用の発生等が確認できたものについて順次請求します。

本件についてのお問い合わせ先

〇請求全般について 放射能対策課 企画調整係長 石川

（内線）6462 (直通) 025-282-1698

〇下水道について 下水道課長補佐 高橋

（内線）3350 （直通）025-280-5857

 

（単位：円）

発生年度 請求日 区分 請求額 今回受領額 受領額累計 備考
①H24.12.26
②H25. 3.29 一般会計 364,716,786      2,917,800    188,026,604      

①H24.12.26
②H25. 3.29 工業用水道 391,587,383      -                382,814,716      

H24.12.26 流域下水道 5,073,703         -                5,073,703         

小計 761,377,872      2,917,800    575,915,023      

①H25.12.3
②H26.9.18 一般会計 275,578,041      -                1,681,928         

H25.10.24 工業用水道 580,922,144      - 579,960,603      

H25.10.24 流域下水道 1,139,775         - 1,139,775         

小計 857,639,960      -                582,782,306      

H26.9.18 一般会計 251,266,174      - -                     

H26.9.18 工業用水道 239,161,758      - -                     

H26.9.18 流域下水道 844,410           844,410       844,410           

小計 491,272,342      844,410       844,410           

合  計 2,110,290,174   3,762,210    1,159,541,739   

H24

H22･23

H25
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新潟県報道発表資料

  平成 2 7  年１月 3 0 日

  防 災 局 放 射 能 対 策 課

放射性物質の循環に関する実態調査検討委員会を開催します。 

放射性物質の循環に関する実態調査検討委員会を次のとおり開催しますので、お知らせ

します。 

1 開催日時   平成 27 年２月６日（金） 

13 時 30 分から 15 時 30 分まで 

2 開催場所 新潟市中央区新光町６番地１ 

興和ビル 10 階第５会議室 

3 議 題 等   (1）調査結果の評価について 

福島第一原子力発電所事故に伴う新潟県内の放射線等の監視

結果（2014 年版） 

 （2）委員からの報告について 

4 会議の公開 一般公開、事前申込み不要（先着 20 名） 

傍聴を希望される方は、13 時 00 分から 13 時 30 分までに、会場に 

お越し下さい。なお、報道席は別に設けます。 

5 取材の受付  会議の取材を希望する方は、所属する報道機関の発行する腕章があ

る場合はそれを持参し、委員会開始前に会場の受付で所属名及び氏名

を記入してから入場してください。 

なお、取材の受付は、当日の 13 時 00 分からです。所属する報道機

関の発行する腕章がない場合は、受付で報道関係者腕章の交付を受け

てください。 

本件についてのお問い合わせ先 

放射能対策課長 渋谷 

（内線）６４６０ 

（直通）０２５－２８２－１６９３ 
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